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集を請求することができる。 

 

（議長） 

第16条 社員総会の議長は、当該社員総会において社員の中から選出する。 

 

（議決権） 

第17条 社員は、各１個の議決権を有する。 

 

（決議） 

第18条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出

席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総

社員の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行う。 

（１）会員の除名 

（２）監事の解任 

（３）定款の変更 

（４）解散 

（５）その他法令で定められた事項 

 

（議決権の代理行使） 

第19条 社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として社員総会の議

決権を行使することができる。この場合においては、当該社員は、代理

権を証明する委任状をあらかじめ当法人に提出しなければならない。 

２ 前項の代理権の授与は、社員総会ごとにしなければならない。 

 

（議事録） 

第20条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成

する。 

２ 議長及び社員総会で選任された議事録署名人２名は、前項の議事録に記

名押印する。 

 

第５章 役 員 

 

（役員の設置） 

第21条 当法人に、次の役員を置く。 

（１）理事 ３名以上 




